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地域伝統芸能等を活用しだ行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律（スキーム）

基本方針の策定

（内容） 1 （運輸大臣・通商産業大臣・農林水産大臣・文部大臣・自治大臣）

1 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的ク渇肛員
①振興の意義・理念、②地域伝統芸能等の性格、③活用行事の要件
活用行事の実施に関する事項—
活用行事の実施上留意すべき基本的な事項
特定事業等の実施に関する事項
①特定事業等（人材確保・施設確保・衣服等の物品確保・活用製品（地域伝統芸能等の特
徴又は地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の特徴を活用して機能及び効
用を高めた製品）・宣伝・観光旅行者等の利便）の実施に関する基本的な方針、②特定事業
等の実施上の留意事項

4 文化財である地域伝統芸能等の保存、農山漁村の活性化に関する施策との連携その他活用
行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する重要事項 ， 
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協議

基本計画の策定

（内容） I (都道府県）

1 都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針
2 活用行事において活用される地域伝統芸能等に関する事項
3 活用行事の実施主体、実施場所、実施期間及び実施内容に関する基本的な事項
4 活用行事に係る特定事業等に関する基本的な事項
5 活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項
6 農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項
7 その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項
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目
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的

一
、
成
立
の
経
緯

本
法
は
、
文
部
省
が
、
、
運
輸
省
、
通
商
産

業
省
、
農
林
水
産
省
及
び
自
治
省
と
共
同
で

第
百
二
十
三
国
会
に
提
出
し
た
も
の
で
、
平

成
四
年
六
月
十
九
日
に
成
立
し
、
同
年
六
月

二
十
五
日
に
公
布
さ
れ
た
。
施
行
は
、
公
布

か
ら
三
か
月
以
内
と
な
っ
て
お
り
、
九
月
二

十
五
日
に
施
行
さ
れ
た
。

二
、
本
法
の
概
要

地
域
伝
統
芸
能
等
（
地
域
の
民
衆
の
生
活

の
中
で
受
け
継
が
れ
、
当
該
地
域
の
固
有
の

歴
史
、
文
化
等
を
色
濃
く
反
映
し
た
伝
統
的

な
芸
能
及
び
風
俗
慣
習
）
を
活
用
し
た
行
事

の
確
実
か
つ
効
果
的
な
実
施
を
支
援
す
る
た

中小企業者が行う活用行事に
係る施設整備・運営、衣服器
具等の物品の開発•生産、活
用製品の開発・生産事業に係
る中小企業信用保険法の特例

地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
川
じ
た
行
事
の

実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地
域
廂
I

業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
観
光
及

び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
を
図
る
。

主
な
内
容

ア
運
輸
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
農
林
水

産
大
臣
、
文
部
大
臣
及
び
自
治
大
臣
（
以

下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
伝

統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ

る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に

関
す
る
「
基
本
方
針
」
を
定
め
る
。

イ
都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、

「
基
本
計
画
」
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
関
係
市
町
村
及
び
主
務
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
活

用
行
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
通
訳

案
内
業
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の

特
例
が
適
用
さ
れ
る
。

伺
運
輸
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、

活
用
行
事
の
実
施
期
間
に
限
り
、
外
国

(2) 

璽
醗
饂
『
言
―
一
璽

基本計画に基づく活用行事
及び特定事業等の実施

国・地方公共団体による援助

地方債についての特別の配慮

通訳案内業の免許規制の特例

i
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活用行事等の支援を目的とす
る民法法人

．＇活用行事等支援事業実施機関
・活用行事等の実施に関する
情報の収集

・活用行事等の実施主体に対
する情報の提供

・活用行事等の実施に関し必
要な助言、指導、資金の支
給等の援助
•国際観光振興会に対する活
用行事等の実施に関する情
報の提供

・活用行事の実施による観光
及び特定地域商工業の振興
に関する催しの実施、調査、
研究、広報

指定認定機関

観光及び特定了商工業の振興 ［：：：：筐げ：：悶
ゆとりのある国民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社会の実現等

・報告徴収及び立入検査
・改善命令等

ょー

＿
＿
、
文
化
庁
と
し
て
の
対
応

人
観
光
客
に
対
し
て
報
酬
を
受
け
て
通

訳
案
内
が
で
き
る
こ
と
。

⑮
活
用
行
事
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う

中
小
企
業
者
を
対
象
と
し
て
、
中
小
企

業
者
一
人
当
た
り
の
保
証
限
度
額
の
引

き
上
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

工
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
活
用
行
事

等
の
実
施
主
体
に
対
し
、
必
要
な
助
言
、

指
導
そ
の
他
の
援
助
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

オ
主
務
大
臣
は
、
民
法
法
人
を
「
活
用
行

事
等
支
援
実
施
機
関
」
（
活
用
行
事
等
の
実

施
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
、
資
金

の
支
給
そ
の
他
の
援
助
等
の
事
業
を
実

施
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の

実
施
に
よ
り
、
次
第
順
序
、
芸
能
、
衣
装
・

壽二――――――――――＿＿一＿―』

・事業計画等の認可
・報告徴収及び立入検査
・監督命令等

用
具
等
な
ど
の
面
で
影
響
が
及
ぶ
場
合
が

想
定
で
き
る
の
で
、
当
該
地
域
伝
統
芸
能

等
の
文
化
財
と
し
て
の
本
質
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
こ

゜
と

イ
本
法
は
、
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業

の
振
興
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実

施
を
通
し
て
、
地
域
伝
統
芸
能
等
の
公
演

機
会
の
増
加
及
び
そ
れ
に
伴
う
保
存
団
体

の
一
層
の
活
性
化
、
地
域
伝
統
芸
能
等
に

対
す
る
国
民
の
理
解
の
促
進
等
、
地
域
伝

統
芸
能
等
の
振
興
に
配
慮
し
て
い
く
こ
と
。

ウ
な
お
、
地
域
伝
統
芸
能
等
の
振
興
そ
れ

自
体
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基

づ
き
、
今
後
、
積
極
的
な
施
策
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。
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匿

圏

園

臨
時
教
育
審
諾
会
の
答
申
で
も
、
情
報

化
に
対
応
し
た
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ

て
は
情
報
化
の
光
と
影
を
明
確
に
踏
ま
え
、

影
の
部
分
を
補
う
よ
う
な
十
全
な
取
組
み

が
必
要
で
あ
る
旨
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
芸

術
の
分
野
に
お
い
て
も
、
情
報
機
器
の
発

達
に
対
応
し
た
情
報
機
器
の
活
用
方
法
の

研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、

芸
術
家
と
観
客
の
双
方
に
つ
い
て
、
間
接

経
験
の
肥
大
化
そ
の
他
、
情
報
化
の
マ
イ

ナ
ス
面
に
も
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

と
な
っ
て
い
る
。
待
に
、
芸
術
を
享
受
す

る
側
に
つ
い
て
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
、

年
齢
や
居
住
地
の
区
別
な
く
、
生
の
芸
術

に
親
し
む
機
会
が
拡
充
さ
れ

r

優
れ
た
芸

術
鑑
賞
者
が
着
実
に
増
加
し
て
い
く
こ
と

が

期

待

さ

れ

る

。
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璽
定
期
購
読
の
お
す
す
め

本
誌
の
ご
購
読
の
お
申
し
込
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は
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直
接
弊
社
の
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・
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あ
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寄
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書
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申
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込
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く
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